
 
 

平成３１年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No 8 府 省 庁 名  国土交通省            

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（       ） 

要望 

項目名 
鉄道事業者の低炭素化等に資する新規製造車両等に係る課税標準の特例措置の拡充及び延長 

 

要望内容 

（概要） 

 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

低炭素化等に資する旅客用鉄道車両 

（縮減）気動車（内燃機関を有する車両）の代替車両等 

（拡充）新規製造車両と同様の要件を備えた改造車両を適用対象に追加 

気動車の代替車両を電気式気動車に変更、適用対象に追加 

・特例措置の内容 

固定資産税 ： 課税標準 ５年間２／３ （一定の鉄道事業者等 課税標準５年間３／５） 

 

関係条文 

地方税法附則第１５条第１６項 

地方税法施行令附則第１１条第１６項 

 地方税法施行規則附則第６条第３８項、第３９項 

減収 

見込額 

［初年度］  －  （▲１，３８１）  ［平年度］ ８７  （▲１，３８３） 

［改正増減収額］      －                       （単位：百万円） 

 

要望理由 

（１）政策目的 

鉄道事業者等による低炭素化に資する新規車両等の導入を促進することにより、環境にやさしい鉄道の利

用促進を図る。 

（２）施策の必要性 

地球温暖化対策計画（平成２８年５月閣議決定）において、引き続き、鉄道を含む公共交通機関の利用促

進を図ることとされるとともに、鉄道部門においては「軽量タイプの車両やＶＶＶＦ機器搭載車両の導入等、

エネルギー効率の良い車両を導入してきたところであり、引き続きその導入を促進する。」とされ、日本の

約束草案（平成２７年７月地球温暖化対策推進本部決定）でも、「我が国は、自らの温室効果ガスの排出削

減に向けた取組と、将来にわたって講じる、低炭素技術の開発・普及や社会経済構造の低炭素化などの取組

により、長期的な削減に積極的に貢献していく」とあり、地球環境問題が深刻化し省エネルギー・環境負荷

低減への要請が高まる中、鉄道業界の果たすべき役割は依然として大きいものである。 

しかしながら、営業車両全体におけるＶＶＶＦ機器の搭載等低炭素化車両の導入割合は、平成２９年度末

において７２％となっているが、首都圏を中心に営業している主な鉄道事業者以外においては、車両投資へ

の余力が乏しいこと等から、導入割合が未だ５０％程度に過ぎない状況である。鉄道事業者等にとっても、

エネルギー効率の良い車両の導入は、極めて重要であるものの、高額な新規車両への投資は直ちには収益向

上に結びつきにくい側面もあることから、必ずしも投資の優先順位として高位には位置づけられていない。

このため、新規車両よりも低コストで新規車両と同様の低炭素化の効果を生み出すことができる既存車両の

改造についても、本特例措置の適用対象とすることで、低炭素化に係る取組みの裾野を広げていく必要があ

る。 

また、近年、主に非電化区間を走行する車両については、エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッ

ド方式が登場するなど様々な技術開発が進んでいる。このため、本特例措置の適用対象において電車と気動

車の区分を見直し、気動車については従来のエンジン駆動方式から発電機を介した電車と同じモーター駆動

方式への代替等に限定し、燃費の向上等による低炭素化に資する車両の導入を促進するものである。 

 

以上により、鉄道事業者等にインセンティブを与えることにより、新規車両等の導入に伴うランニングコ

ストの負担を軽減し、旅客鉄道輸送の低炭素化等を一層向上させるため、本特例措置を見直した上で拡充及

び延長することが必要不可欠である。 

本要望に 

対応する 

縮減案 

気動車の適用対象について、現行要件（エンジン駆動方式（従来型））への代替等を除外する。 
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合
理
性 

政策体系におけ

る政策目的の位

置付け 

政策目標：３ 地球環境の保全 

 施策目標：９ 地球温暖化防止等の環境の保全を行う 

 政策目標：８ 都市・地域交通等の快適性、利便性の向上 

 施策目標：26 鉄道網を充実・活性化させる 

政策の 

達成目標 

鉄道事業者等による低炭素化に資する旅客用鉄道車両の導入を促進する。 

 

税負担軽減措

置等の適用又

は延長期間 

２年間（平成３１年度～平成３２年度） 

同上の期間中

の達成目標 

低炭素化等に資する旅客用鉄道車両の導入を促進する。 

低炭素型車両の導入割合 ７２％（平成２９年度） → ７９％（平成３２年度） 

政策目標の 

達成状況 

平成２８年度 ６７１両 

平成２９年度 ５５６両 

※本特例措置の適用状況に関する鉄道事業者等への調査による。 

有

効

性 

要望の措置の 

適用見込み 

平成３１年度 ２８事業者 ５２４両 

平成３２年度 ２９事業者 ５６８両 

※本特例措置の適用状況に関する鉄道事業者等への調査による。 

要望の措置の 

効果見込み 

（手段としての

有効性） 

旅客鉄道輸送の低炭素化を進めていくとともに、環境にやさしい鉄道の利用促進を図ること

は、引き続き重要な課題となっていることから、鉄道事業者等が低炭素化等に資する旅客用鉄

道車両の着実な導入等を促進していくことは極めて重要であるが、高額な車両への投資は鉄道

事業者等にとって大きな負担となり、直ちに収益向上に結びつきにくい投資であることに加

え、新規車両等の保有による固定資産税の負担も増加することになる。 

このため、新規車両のみならず、同様の低炭素化の効果をもたらす改造車両の導入も本特例

措置の対象とすることにより、鉄道事業者等にインセンティブを与え、新規車両等の導入に伴

うランニングコストの負担を軽減することは、旅客鉄道輸送の低炭素化等を一層向上させる観

点から有効である。 

相

当

性 

当該要望項目 

以外の税制上の

支援措置 

 

－ 

予算上の措置等

の要求内容 

及び金額 

公共交通機関の低炭素化と利用促進に向けた設備整備事業のうち 

鉄軌道輸送システムのネットワーク型低炭素化促進事業（環境省連携事業） 

５，０００百万円の内数（平成３１年度概算要求分） 

 

上記の予算上

の措置等と 

要望項目との

関係 

低炭素化に資する省エネ型鉄道車両（ＶＶＶＦ機器搭載車両等）の導入により、鉄道システ

ム全体の省ＣＯ2化を推進する補助制度であり、これは鉄道事業者等による車両への初期投資

の負担を軽減するものである一方、本特例措置は新規車両の保有に伴い増加するランニングコ

ストである固定資産税の負担軽減を図るものである。 

要望の措置の 

妥当性 

高額な車両に対する投資は鉄道事業者等にとって大きな負担となり、直ちに収益向上に結び

つきにくい投資であることに加え、新規車両等の保有による固定資産税の負担も増加すること

から、投資の優先順位としては必ずしも高くならない要因となっている。   

このため、本特例措置を通じて新規車両等の導入後におけるランニングコストの負担を軽減

し、鉄道事業者等にインセンティブを与えることは、車両更新を促進し旅客鉄道輸送の低炭素

化等を一層向上させる手段として妥当である。 

なお、本特例措置の適用対象となる車両については、従前より低炭素化に資する性能要件等

を付して限定しており、政策を達成するための手段として妥当である。 

ページ 8-2 



 

 

 

税負担軽減措置等の 

適用実績 

平成２５年度実績   ２，０４４百万円 

平成２６年度実績   １，７５２百万円 

平成２７年度実績   １，５０２百万円 

平成２８年度実績   １，２９２百万円 

平成２９年度実績   １，３１９百万円 

 

 

 

 

 

 

「地方税における

税負担軽減措置等

の適用状況等に関

する報告書」に 

おける適用実績 

課税標準（固定資産の価格） 

平成２６年度 １１９，３３８，７９８千円 

平成２７年度 １０８，０８７，５１７千円 

平成２８年度  ９５，８９３，４５６千円 

税負担軽減措置等の適

用による効果（手段と

しての有効性） 

本特例措置を通じて、新規車両の導入等に伴うランニングコストの増加を軽減し、車両更新

等の促進を図ることは、旅客鉄道輸送の低炭素化等を一層向上させる観点から有効である。 

前回要望時の 

達成目標 

 低炭素化等の向上に資する旅客用新規鉄道車両の導入を促進する。 

 低炭素型車両の導入割合 ７０％（平成２７年度） → ７５％（平成３０年度） 

前回要望時からの 

達成度及び目標に 

達していない場合の理

由 

低炭素型車両の導入割合は、平成３０年度末時点で７３％となる見込みである。 

 

一部の鉄道事業者等においては新規車両への投資に当たり、ＶＶＶＦインバーター制御装置

のうち、旧タイプの方式から新タイプの方式への更新を実施しているところ。（旧タイプの方

式であっても導入割合に含まれていることから、）低炭素型車両（ＶＶＶＦインバーター制御

装置等）の導入割合の上昇に寄与しなかった理由として考えられる。今後は改造車両等を拡充

することで、低炭素化等を一層向上させることが期待される。 

 

これまでの要望経緯 

平成１７年度税制改正要望（整理合理化）：本則から附則へ 

平成１９年度税制改正要望（延長） 

平成２１年度税制改正要望（延長）   ：適用要件の見直し 

平成２３年度税制改正要望（延長・縮減）：適用要件及び特例率の見直し 

平成２５年度税制改正要望（延長・縮減）：適用要件の見直し 

平成２７年度税制改正要望（延長・縮減）：適用要件の見直し 

平成２９年度税制改正要望（延長・縮減）：適用要件の見直し 
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